
 

南極海洋生物資源保存委員会 
(CCAMLR)＊南緯60度以南の南極区域対象 

★我が国加盟：1982年 
★オキアミ、メロ等の南極海洋生態系に属する海洋生物資源 

 

みなみまぐろ保存委員会 
（CCSBT) 

 
★我が国加盟:1994年 
★ミナミマグロの保存管理 

インド洋まぐろ類
委員会 
（IOTC) 

★我が国加盟：1996年 
★主にメバチの保存管理 

地中海漁業一般
委員会 
（GFCM) 

★我が国加盟：1997年 
★地中海マグロの保存

管理 

中西部太平洋まぐろ類委員会 
（WCPFC) 

 
★我が国加盟：2005年 

★保存管理措置は今後決定 

高度回遊性魚類 
（マグロ、カツオ類） 

全米熱帯まぐろ類
委員会 
（IATTC) 

★我が国加盟：1970年 
★主にメバチの保存管理 

大西洋まぐろ類保存
国際委員会 
（ICCAT) 

★我が国加盟：１969年 
★主にクロマグロ、メバチ、メカ

ジキの保存管理 

北西大西洋漁業機関 
 （ＮＡＦＯ） 

★我が国加盟：1980年 
★主に底魚類の保存管理 

排他的経済水域の内
外に分布する魚類 
（タラ、カレイ等） 

ベーリング公海漁業条約 
★我が国加盟:1995年 
★スケトウダラの保存管理 

●遠洋漁業国であり、マグロ類の最大輸入国である我が国は、魚類の保存と持続的な利用を図るため、順次各地域漁業管理機関に加盟。 
 
●我が国は2005年のWCPFC加盟により、主要な機関のすべてに加盟。各機関の通則である本協定を締結する準備が整った。 

●遠洋漁業国であり、マグロ類の最大輸入国である我が国は、魚類の保存と持続的な利用を図るため、順次各地域漁業管理機関に加盟。 
 
●我が国は2005年のWCPFC加盟により、主要な機関のすべてに加盟。各機関の通則である本協定を締結する準備が整った。 

 国  連  海  洋  法  条  約 
地域漁業管理機関を通じた協力義務を一般的に定める（地域機関の未加盟国や適切な保存措置を定めない地域機関は規制できない。）。 

        地地  域域    漁漁    業業    管管  理理  機機    関関  ：：  回遊性魚類回遊性魚類はは海洋海洋をを広範囲広範囲にに移動移動。。各海域各海域でで保存管理保存管理のためののための機関機関をを設立設立。。  

国 連 公 海 漁 業 協 定 
 地域漁業管理機関の未加盟国であっても機関に従うことを義務づける等、適切な保存措置に関する一般原則を定める。 


